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令和 6 年度食品衛生基準科学研究 

香料使用量に関わる調査研究 

食品香料化合物使用量の国際比較 

要旨 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives （FAO/WHO 合同食品添加物専門家

委員会、以下 JECFA と記載）による食品香料化合物の安全性評価は、主として代謝、毒性、摂取

量の 3 つの情報に基づいている。それらの重要な要素の一つである摂取量を MSDI（Maximized 

Survey-Derived Intake）法で算出するには使用量データが必要になる。 

食品香料化合物としてはグローバル調査の第 3 回使用量調査を、令和 2 年(2020 年)1 月か

ら 12 月に使用された使用量について令和 3 年度の厚生労働科学研究で調査を実施し、

International Organization of the Flavor Industry（国際食品香料工業協会、以下 IOFI と記載）に

報告した。IOFI から海外（米国、欧州、中南米、インドネシア、中国）のデータの提供を受けたの

で、日本の使用量と使用量から計算される推定摂取量結果の比較、検討を行った。  

食品香料化合物の比較調査では、使用量結果からは国際的な食品香料化合物の使用動向及

び各国・地域における差を、推定摂取量からは香料が安全に使用されている現状を、更に調査全

般から世界の中での日本の立ち位置をより客観的に確認することが目的である。 

2,447 品目を収載した調査リスト（IOFI のグローバル使用量調査リスト）の品目を、①個別指定品

目、②類指定品目、③日本で個別指定品目・18 類に該当しない食品香料化合物、④日本で香料

に該当しない化合物に分類し集計を行った。①～③に該当するものを香料、④に該当するものを

香料以外と表現した。2020 年の使用量調査結果は、日本では 1,429 品目（使用量約 1,267t）、米

国は使用化合物 1,002 品目（香料：918 品目、香料以外：84 品目）で総使用量約 22,664t（香料：

6,836t、香料以外：15,828t）、欧州は使用化合物 1,206 品目（香料：1,168 品目、香料以外：38 品

目）で総使用量は約 8,210t（香料：7,066t、香料以外：1,144t）、中南米は使用化合物 1,215 品目

（香料：1,125 品目、香料以外：90 品目）で総使用量は約 20,203t（香料：4,755t、香料以外：

15,448t）、インドネシアは使用化合物 972 品目（香料：923 品目、香料以外：49 品目）で総使用量

は約 5,298t（香料：1,440t、香料以外：3,858t）、中国は使用化合物 1,148 品目（香料：1,115 品目、

香料以外：33 品目）で総使用量は約 21,085t（香料：5,400t、香料以外：15,685t）であった。この結

果からすると食品香料化合物数（①～③）では日本が最も多く使用していることがわかった。また使

用量から計算される推定摂取量から 100μg/人/日を超える香料化合物の占有率を比較したところ、

日本では 12.74%と最も低く米国の約半分の数値となった。  

また、欧米および中南米では香料として使用されている物で日本では個別指定品目または 18

類に該当するとみなされない食品香料化合物が77品目あった。現在指定作業中の品目もあるが、

畜肉系原料の供給不足や交易上の障壁をなくすことからも今後日本でも使用できるようにすること
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が重要な課題であることを確認した。一方別の課題としては日本では香料にはない概念

（Flavo(u)rings with Modifying Properties（以下 FMPs と記載）、サーマルプロセスフレーバー）に使

用される香料化合物等が存在し、今後どのように取扱うべきか議論が必要である。  

実態調査から見た各国・地域の使用食品香料化合物に関する差は、やはりそれぞれの国・地域

が持つ食文化によるところが大きいと思われる。  

例として欧米に比べ日本ではわさびの香気成分である ALLYL ISOTHIOCYANATE の使用量

が多い。また日本ではいわゆる貼布剤の香気の印象が強く食品香料としての嗜好性が低い

METHYL SALICYLATE やチェリー様の BENZALDEHYDE は、米国では嗜好性が高く使用量が

多い。  

欧州では日本、米国に比べ甘い砂糖様の香気を持つ 

4-HYDROXY-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE、MALTOL、ETHYL VANILLIN の使用量が

多い。またコーヒーやココア等に使用される CAFFEINE の使用量順位が高かった。中南米も

CAFFEINE の使用量順位が高く、乳を原料とした菓子が好まれていることから乳系の香料に使用

される GAMMA-NONALACTONE、DIACETYL の使用量順位が高かった。 

これらの食品香料化合物の使用量結果は、今後の食品香料化合物の安全性評価にも活かされ

るものと思われる。  
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はじめに 

JECFA による食品香料化合物の安全性評価は、主として代謝、毒性、摂取量の 3 つの情報に

基づいている。それらの重要な要素の一つである摂取量を算出するには使用量データが必要に

なる。 

日本香料工業会では、平成 12 年度（厚生科学研究）から平成 14 年度（厚生労働科学研究）、

平成 16 年度から平成 18 年度（厚生労働科学研究）、平成 22 年度から平成 24 年度（厚生労働科

学研究）、平成 27 年度から平成 29 年度（厚生労働科学研究）の計 4 回にわたって、我が国で流

通している食品香料化合物の使用量調査を実施し、それらの調査結果から、我が国の食品香料

の使用実態に関する次のような結論が得られた。①：使用されている食品香料化合物の品目数の

減少傾向が継続。これは、香料規制のグローバル化への適応や消費者の嗜好の変化に対応して

使用される食品香料化合物の選択が入念に検討され、食品香料の処方の簡素化・合理化が進め

られたためと思われる。②：使用量の比較的少ない食品香料化合物が極めて多数あることが判明。

これは、食品香料が微量で多成分の食品香料化合物から構成されていることが裏付けられた。 

このように、国内外の規制への順応状況や時代を反映した食品香料化合物の使われ方の変化

の様子を知る上で、また科学的安全性評価のための最新の暴露量データを提供するという意味で

も食品香料化合物の使用量実態調査は、今後も定期的に実施することが望ましいと言える。 

このような中、IOFI は安全性評価の基礎資料として、JECFA へ最新の暴露量データを継続的に

提供するという目的で 5 年毎にグローバルな使用量調査を計画し、 JFFMA（日本香料工業会）、

FEMA（米国食品香料工業会）、EFFA（欧州食品香料工業会）に依頼し、2010 年に初めて共通の

グローバルリストを用いて同時期に日米欧で使用料調査を実施した。2015 年の第 2 回 IOFI のグ

ローバル使用量調査では、新たにラテンアメリカ地域（中南米）が調査に加えられたと同時に天然

香料も調査対象に加えられた。 

日本香料工業会は、前 4 回の使用量調査に引き続く定期調査として、平成 31（令和元）年度よ

り始まった厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）「食品添加物の安全性

確保に資する研究」における分担研究「食品添加物の摂取量推計及び香料規格に関する研究」

の一環として、「香料使用量に関わる調査研究」を実施した。この研究は、我が国における食品香

料化合物および天然香料の使用実態について継続的な調査を実施するとともに、IOFI から要請さ

れた第 3 回のグローバル使用量調査にデータを提供するものでもある。 

 令和 4 年度から始まった厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）「食品

添加物の試験法の検討及び摂取量に基づく安全性確保に向けた研究」の分担研究「食品添加物

生産量調査・香料使用量及び SPET（Single Portion Exposure Technique）法による調査に基づく摂

取量推計に関する研究」で、 日本香料工業会は、5 回目となる令和 2 年（2020 年）1 月から 12 月

までの国内における食品香料化合物の使用量調査の結果と過去 4 回の調査結果（平成 13 年、平

成 17 年、平成 22 年および平成 27 年を対象とした使用量調査）を比較、検討した結果について報

告した。天然香料においても同様に、2 回の調査結果（平成 27 年および令和 2 年対象）の比較、

検討した結果について報告した。 

また昨年度の研究報告書では、令和 2 年（2020 年）1 月から 12 月までの国内における天然香
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料の使用量調査の結果を 第 3 回 IOFI のグローバル使用量調査で調査した天然香料の海外 5 つ

の国と地域（米国、欧州、中南米、インドネシア、中国）での調査結果の提供を受け、IOFI の調査リ

ストにあった天然香料（FEMA GRAS リスト収載品）について、海外 5 つの国と地域の使用量を比

較、考察し、日本の天然香料の使用実態について報告した。 

本年度の研究報告書では、昨年度の天然香料使用量調査に引き続き、食品香料化合物にお

いて令和 2 年（2020 年）1 月から 12 月までの国内における食品香料化合物の使用量調査の結果

を、IOFI のグローバル使用量調査リストに収載された物質を中心に、同時期に実施した海外 5 つ

の国と地域の使用量調査の結果と比較、検討した結果について報告する。また、グローバルハー

モナイゼーションを推進していく中で分類の統一は必須であると考えられる。その観点からも、日本

では食品香料化合物に該当しないとして調査から除外した物質の海外での使用量について「香料」

の定義などもあわせて集計、考察していく。 

これまでの香料使用量調査における年度毎の実施内容については食品香料使用量調査にお

ける年度毎の実施内容（表１）に示す。 

 

 

表 1 食品香料使用量調査における年度毎の実施内容 

西暦年度 和暦年度 香料化合物 天然香料 IOFI グローバル調査 

2000 年 平成 12 年 
香料化合物の使用実

態の調査 
  

2001 年 平成 13 年 摂取量推定法の検討   

2002 年 平成 14 年 

第 1回香料化合物使用

量調査 任意の 1 年 

78 品について報告 

  

2003 年 平成 15 年 
18 類香料について報

告 
  

2004 年 平成 16 年 
香料化合物データベ

ースの構築 
  

2005 年 平成 17 年 
香料化合物データベ

ースの高度化 
  

2006 年 平成 18 年 
第 2回香料化合物使用

量調査 
 日米欧三極調査 

2007 年 平成 19 年  天然香料の調査準備  

2008 年 平成 20 年  
天然香料の使用実態

調査 
 

2009 年 平成 21 年  
天然香料の使用実態

調査を報告 
 

2010 年 平成 22 年 香料化合物調査票の 第1回対象年 日米欧
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作成 三極の同時期の調査 

2011 年 平成 23 年 
第 3回香料化合物使用

量調査 
  

2012 年 平成 24 年 国際比較   

2013 年 平成 25 年  
天然香料使用量予備

調査 
 

2014 年 平成 26 年  
第 1回天然香料使用量

調査 
 

2015 年 平成 27 年  
第 1回天然香料使用量

調査の集計、考察 

第2回対象年 日米欧

中南米 初めて天然

香料も調査対象に含

む 

2016 年 平成 28 年 
第 4回香料化合物使用

量調査 

第2回天然香料使用量

調査 
 

2017 年 平成 29 年 

日本の使用量につい

て過去の調査結果と

比較 

追加調査  

2018 年 平成 30 年 国際比較 

日本の使用量につい

て過去の調査結果と

比較 

 

2019 年 
平成 31 年

令和元年 
 国際比較  

2020 年 令和 2 年 
香料化合物調査の準

備 
天然香料調査の準備 

第 3 回対象年 日米

欧、中南米、インドネ

シア、中国 

2021 年 令和 3 年 
第5回香料化合物使用

量調査 

第3回天然香料使用量

調査 
 

2022 年 令和 4 年 

日本の使用量につい

て過去の調査結果と

比較 

日本の使用量につい

て過去の調査結果と

比較 

 

2023 年 令和 5 年  国際比較  

2024 年 令和 6 年 国際比較   
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【本報告書で引用した略語及び用語の定義】 

ABIFRA 

 

ACHISAF 

AFFI 

ANDI 

ANFPA 

 

CAFEPA 

 

CAFFCI 

CAS 登録番号 

   

EFFA  

FEMA   

  

FEMA 番号  

FL No. 

FMPs 

GRAS  

  

  

  

  

IOFI  

 

IOFI のグローバル 

使用量調査リスト 

 

 

 

JECFA 

 

JFFMA 

 

MSDI 法 

 

Associacao Brasileira das Industrias de Oleos Essenciais, Produtos quimicos 

aromaticos, Fragrancias,Aromase Afins-Brazil（ブラジル協会） 

Asociación Chilena de Sabores y Fragancias(チリ協会) 

Asosiasi Flavor dan Fragran Indonesia（インドネシア協会） 

Cámara de la Industria de Sabores y Fragancias-Colombia（コロンビア協会） 

Asociacion Nacional de Fabricantes de Productos Aromaticos, A.C.- 

Mexico（メキシコ協会） 

Camara Argentina de Fabricantes de Productos Aromaticos, Cámara de la 

Industria de Sabores y Fragancias-Argentina（アルゼンチン協会） 

China Association of Fragrance Flavour and Cosmetic Industries（中国協会） 

米国化学会が発行している Chemical Abstract 誌で使用される化合物番号。

正式名称は CAS Registry Number®（CAS RN®） 

European Flavour Association （欧州食品香料工業会）  

Flavor and Extract Manufacturers Association of the United States (米国

食品香料工業協会 ) 

FEMA GRAS 物質に付与された番号 

EU の香料化合物のユニオンリストにおいて各品目に付けられた番号。 

Flavo(u)rings with Modifying Properties 

Generally Recognized as Safe  

米国において 1958 年の改正食品医薬品化粧品法に基づく、特定の用途

において“一般に安全とみなされる物質”。なかでも FEMA GRAS とは

FEMA がフレーバーとしての使用において安全と見なされる物質として公

開したものを指す。  

International Organization of the Flavor Industry 

国際食品香料工業協会 

IOFI が 2020 年に配布したリスト。 

食品香料化合物：JECFA で承認され組成が化学的に明らかな物質と

FEMA GRAS 3～29 で公表され組成が化学的に明らかな全ての物質が含

まれる。 

天然香料：FEMA GRAS 3～29 で公表された天然複合物質 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives  

FAO/WHO 合同食品添加物専門家委員会 

Japan Flavor & Fragrance Materials Association 

日本香料工業会 

Maximized Survey-Derived Intake。香料の年間生産量を人口の 10%及び

補正係数で割ることによる推定法。 
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SEQ 番号 

 

 

SNI 

個別指定品目 

サーマルプロセスフレ

ーバー 

 

 

 

 

 

食品香料化合物 

 

新規指定 

 

18 類 

  

厚生労働省 令和６年３月１５日通知「類又は誘導体として指定されている

18 項目の香料に関するリストについて」(健生食基発 0315 第 6 号健生食

監発 0315 第４号)の香料リストの収載されている品目に付与されている連

番。 

Sociedad Nacional de Industrias-Peru（ペルー協会） 

食品衛生法施行規則別表第 1 に収載されている個別名香料。 

Thermal process flavouring 

IOFI の Code of Practice では「食品または食品の成分である原材料を加

熱することで、香味特性を持たせるために調製された製品。このプロセス

は、植物や動物由来の材料を家庭で調理する伝統的な方法に類似。」と

定義されている。 

EU では、「少なくとも一つ窒素(アミノ)源の食品と還元糖を 成分とする混

合物を加熱処理後に得られたもの」と定義されている。 

天然物からの単離または化学的合成により製造される、食品に香気を付

与または増強する目的で使用される化学物質。 

18 類に該当しない品目で、食品安全委員会での評価を経て、新規に 

着香目的の食品添加物(食品香料化合物)として指定されること。 

食品衛生法施行規則別表第１で指定された類別指定香料 

例) 脂肪族高級アルデヒド類など。 
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A．研究目的 

令和 4 年度より始まった厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）「食品添

加物の試験法の検討及び摂取量に基づく安全性確保に向けた研究」における分担研究「食品添加

物生産量調査・香料使用量及び SPET 法による調査に基づく摂取量推計に関する研究」の一環とし

て、「香料使用量に関わる調査研究」を実施した。この研究は、我が国における食品香料化合物お

よび天然香料の使用実態について継続的な調査を実施するとともに、IOFI から要請されたグロー

バル使用量調査にデータを提供するものでもある。本年度は食品香料化合物に関して日米欧、中

南米、インドネシア及び中国の使用実態調査結果と比較することにより食品香料化合物の国際的

使用動向を把握すると同時に、世界の中の日本の食品香料化合物の使用状況を客観的に確認し

見極めることが目的である。 

 

 

B．研究方法 

食品香料化合物については令和 3 年度厚生労働科学研究（令和 2 年対象）の使用量調査結果

を基に、IOFI の使用量調査リスト収載品目を抽出した。日本と食品香料化合物の名称の違う品目に

ついては、国際比較を実施するため、IOFI の使用量調査リストの名称で集計を行った。上記の日本

での使用量調査の結果と IOFI から提供を受けた海外 5 つの国と地域（米国、欧州、中南米、インド

ネシア、中国）で同時期に実施した調査結果（令和 2 年(2020 年)1 月～12 月）を集計した。各国の

使用量上位 50 品目を基準にし、それぞれの国でよく使用されている食品香料化合物の傾向を検

討した。使用量毎品目数及び占有率、推定摂取量毎品目数及び占有を基準にした日本と各国、地

域との比較を行い、結果を考察した。   
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米国 3 億 3,000 万人 × 0.1＝3,300 万人  

欧州 4 億人 × 0.1＝4,000 万人  

中南米 6 億 5,000 万人 × 0.1＝6,500 万人  

インドネシア 2 億 7,600 万人 × 0.1＝2,760 万人

中国 14 億人 × 0.1＝1 億 4,000 万人  

(The World Bank Group, 2020) 

報告率 

日本 90%  

米国 90%  

欧州 90%  

中南米 70% 

インドネシア 80%

中国 60% 

なお、JECFAにおける日米欧のMSDI法による摂取量推計計算では、報告率の

代わりに補正係数として0.8を用いるが、今回の調査では日米欧以外の各国の

報告率がより低く異なっていたこともあり、本報告書の摂取量推計計算は、IOFI 

のグローバル使用量調査報告書の各国の報告率をそのまま用いることとした。
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D．結果及び考察 

調査したデータを基に以下の比較検討を行った。 

 

(1) 日米欧、中南米、インドネシア、中国で使用されている IOFI のグローバル使用量調査リ

スト中の食品香料化合物の品目数と年間使用量 

各国、地域の食品香料化合物の使用品目及び使用量について、先ず全体像を把握

するため、日本における①個別指定品目、②類指定品目、③日本で個別指定品目・18

類に該当しない食品香料化合物、④日本で香料に該当しない化合物に分類して各国、

地域の各使用品目数（表 2）、使用量（表 3）及び使用量占有率（表 4）について整理した。 

各国、地域の使用品目数と使用量を資料 3 に、食品香料化合物同士を比較するため

に④日本で香料に該当しない化合物を除いた資料 4 を作成した。④日本で香料に該当

しない化合物は、日本では調味料に分類される化合物や香料の溶剤が含まれている国

や地域もあり、品目数は少ないものの使用量はかなり大きい。 

使用量占有率に関しては、食品香料化合物の実態を把握するため、日本で香料に該

当しない化合物を除いて計算した。 

 

表 2 使用品目数（IOFI のグローバル使用量調査リスト中） 

  
品目数 

日本 米国 欧州 中南米 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国 

個別指定品目 126 118 130 126 122 128 

類指定品目 1,303 784 1,009 975 789 969 

日本で個別指定品

目・18 類に該当し

ない食品香料化合

物 

0 16 29 24 12 18 

日本で香料に該当

しない化合物 
0 84 38 90 49 33 

合計 1,429 1,002 1,206 1,215 972 1,148 
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表 3 使用量（IOFI のグローバル使用量調査リスト中） 

  
総使用量（kg） 

日本 米国 欧州 中南米 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国 

個別指定品目 778,231 4,333,849 4,933,812 2,882,986 1,014,354 2,791,135 

類指定品目 489,194 2,428,672 2,118,387 1,851,331 419,900 2,595,756 

日本で個別指定

品目・18 類に該当

しない食品香料化

合物 

0 73,206 14,142 20,919 5,277 12,646 

日本で香料に該

当しない化合物 
0 15,828,015 1,143,771 15,448,015 3,858,361 15,685,150 

合計 1,267,425 22,663,742 8,210,112 20,203,251 5,297,892 21,084,687 

 

表 4 食品香料化合物の使用量占有率（IOFI のグローバル使用量調査リスト中） 

  
使用量占有率（%） 

日本 米国 欧州 中南米 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国 

個別指定品目 61.4 63.4 69.8 60.6 70.5 51.7 

類指定品目 38.6 35.5 30.0 38.9 29.2 48.1 

日本で個別指定品

目・18 類に該当しな

い食品香料化合物 0.0 1.1 0.2 0.4 0.4 0.2 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

IOFI のグローバル使用量調査リスト中の使用化合物数としては欧米、中南米、インドネシ

ア、中国に比べ 1,429 品目と日本が一番多く使用していた。日本の総使用量は約 1,267t で

あった。米国は使用化合物 1,002 品目（香料：918 品目、香料以外：84 品目）で総使用量約

22,664t（香料：6,836t、香料以外：15,828t）と使用品目数が少なく、総使用量が多いのが特

徴であった。欧州は使用化合物 1,206 品目（香料：1,168 品目、香料以外：38 品目）で総使

用量は約 8,210t（香料：7,066t、香料以外：1,144t）と日本に次いで食品香料化合物の使用

品目数が多かった。中南米は使用化合物 1,215 品目（香料：1,125 品目、香料以外：90 品

目）で総使用量は約 20,203t（香料：4,755t、香料以外：15,448t）で香料以外の品目である

溶剤なども調査対象として回答しており、香料以外の品目数と使用量が多いのが特徴であ

った。インドネシアは使用化合物 972 品目（香料：923 品目、香料以外：49 品目）で総使用

量は約 5,297t（香料：1,439t、香料以外：3,858t）と使用品目数としては一番少なかった。中

国は使用化合物 1,148 品目（香料：1,115 品目、香料以外：33 品目）で総使用量は約

21,085t（香料：5,400t、香料以外：15,685t）であった。 

欧米は使用品目数の割には使用量が多いがこれは我が国に比べ強い匂いを好む傾向
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があるといえる。 

なお、IOFI のグローバル使用量調査リスト収載品で各地域ともに使用されていない化合

物は 2,450 品目中 662 品目であった。 

また、日本では個別指定品目とされている食品香料化合物は他 5 地域でも使用量占有

率が 50%を超え高いことから、比較的大量に使用される化合物の傾向は全ての地域で類似

していることがうかがえた。 

 

 

(2) 使用量の多い品目の比較 

次に各国、地域間にどのような特徴があるのかを検討するために日米欧、中南米、インド

ネシア、中国の使用量の多い上位 50 品目について整理して比較した。 

 

日本の使用量上位 50 品目を基準にした各国との比較表を資料 5-1、米国の使用量上位

50 品目を基準にした各国との比較表を資料 5-2、欧州の使用量上位 50 品目を基準にした

各国との比較表を資料 5-3、中南米の使用量上位 50 品目を基準にした各国との比較表を資

料 5-4、インドネシアの使用量上位 50 品目を基準にした各国との比較表を資料 5-5、中国の

使用量上位 50 品目を基準にした各国との比較表を資料 5-6 とした。 

 

資料 5-1  

日本の上位 50 位の品目について他国での結果と比較してみると、3 位くらいまでは

それほど極端に変わることはないものの、それ以下の順位は他の国とかなり異なってい

る。特に大きな違いがみられたのは日本特有の食品であるワサビの主要な香気成分で

ある ALLYL ISOTHIOCYANATE で、日本で 15 位の使用量であるのに対し、EU を除き

他の国はいずれも 3 ケタ台の順位であった。また、PHENETHYL ALCOHOL、

ISOAMYL ALCOHOL、TRIETHYL CITRATE など、日本に特有の加工食品であるノン

アルコールビールや缶コーヒーに用いられることの多い品目は、他の国や地域では使

用量がさほど多くなかった。そのほか、PROPYL ACETATE、ETHYL ISOBUTYRATE、

2-METHYLBUTYL ACETATE などのエステル類も他とは大きく異なる順位であった。な

お脂肪酸類については、日本では ACETIC ACID が上位に来る一方で、他の国や地域

は LACTIC ACID のほうが高い順位を示すといった違いがみられた。   

 

資料 5-2  

  米国ではBENZALDEHYDE、METHYL SALICYLATE、STEARIC ACID、PIPERONAL

といった化合物が日本と比較して摂取量順位が高かった。BENZALDEHYDE はチェリ

ー系の調合香料で汎用され、その香気を含む加工食品が好まれているものと思われる。

METHYL SALICYLATE は日本では貼布剤のイメージが強く加工食品の香気としては

好まれないが、逆に米国ではウィンターグリーン様香気に対する嗜好性が高くルートビ

ア、チューインガム、キャンディー等の加工食品で好まれている。STEARIC ACID は油
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脂の風味を出す食品香料化合物であり油脂の脂っこさと油脂風味を好む米国ではよく

使用されるものと考えられる。PIPERONAL は香気のフローラルな特徴が好まれチェリー

などのフルーツ系やバニラ系の香調で菓子類などに多用されていると推察できる。 

日本で香料として使用できないアミノ酸 （MONOSODIUM GLUTAMATE、 L‐

GLUTAMIC ACID、 L‐CYSTEINE 等）や甘味料（D‐XYLOSE）がみられるが米国にお

いては味（旨味）の付与も香料の用途として認められていること、またこれらのアミノ酸及

び糖のメイラード反応により製造されるサーマルプロセスフレーバーが畜肉加工品を中

心に多く使用されていることなどが要因として推察される。  

  

資料 5-3  

欧州は他の国や地域に対して 4‐HYDROXY‐2,5‐DIMETHYL‐3(2H)‐FURANONE、

MALTOL の使用量順位が高い。ETHYL VANILLIN も使用量順位が高い傾向にあるこ

とから、欧州では甘い風味への嗜好が高いと考えられる。また、アニス、ベリー、アプリコ

ット系の香料に使用される TRANS-ANETHOLE およびベルガモット、ラベンダー系の

香料に使用される LINALYL ACETATE が他の国や地域に比べて欧州で使用量順位

が高いことから、これらの風味も好まれることが分かった。 

CAFFEINE も EU で他地域より多く使用されており、例としてコーヒーフレーバー、コ

コアフレーバー、コーラフレーバー等に配合され、飲料や菓子用に使用されている。さ

らに、LACTIC ACID や ACETIC ACID などの脂肪酸類、ACETALDEHYDE の使用量

順位が高い。これは欧州におけるチーズなどの乳製品が好まれる食文化によるものと考

えられる。加えて、TARTARIC ACID (D‐, L‐, DL‐, MESO‐) の使用量順位も高い。こ

れは他の国や地域に比べてワインが好まれることが一因であると考えられる。また、

SUCCINIC ACID および DISODIUM SUCCINATE の使用量順位も米国や中南米に比

べて高いことから、欧州では旨味への嗜好が高いと考えられる。また、SODIUM 

DIACETATE の使用量順位も米国や中南米に比べて高いことが確認された。 

  

資料 5-4  

 中南米では上位 50 位以内に、日本では食品香料化合物に該当しない物質が 14 品

目含まれている。いずれも日本では香料において溶剤等の副剤として使用されるもの、

或いは調味料や酸味料といった香料以外の用途分類となる物質であり、特に、上位３品

目の PROPYLENE GLYCOL、ETHYL ALCOHOL、CITRIC ACID は使用量が多く、米

国と同結果であった。  

食品香料化合物としての使用順位では VANILLIN やフルーツ系のフレーバーでよく

使用される低級エステル類（ISOAMYL ACETATE、ETHYL BUTYRATE、ETHYL 

ACETATE）は各国、地域と同様に上位を占めていた。  

また、CAFFEINE も欧州と同様に多く使用されている化合物で、例としてコーヒーフレ

ーバー、ココアフレーバー、コーラフレーバー等の飲料や菓子用に使用されていると推

察される。  
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その他、食品香料化合物上位品目の特徴として、CINNAMALDEHYDE や GAMMA-

NONALACTONE、DIACETYL の使用量が多い。  

これは中南米の郷土菓子として、チュロス等有名なものは幾つかあるが、なかでも特

筆すべき、中南米ならではの菓子パーツとして「ドゥルセ・デ・レチェ」（スペイン語で“牛

乳のお菓子”という意味）というコンデンスミルクを長時間加熱してキャラメル状にしたもの

があり、南米版キャラメルクリームとして、南米大陸の大半の地域に浸透している。このキ

ャラメルクリームを使用した種々商品への香料として使用されていると推察できる。  

 

資料 5-5  

 インドネシアは上位 50 位以内に日本で香料に該当しない化合物 15 品目が含まれて

おり、特に香料の副剤であり HALAL 製品に使用される溶剤や調味料等が多く含まれて

いる。食品香料化合物で見ると、VANILLIN や溶剤目的でも使用される ISOPROPYL 

ALCOHOL やフルーツ系のフレーバーによく使われる化合物である CITRIC ACID やエ

ステル類が上位に含まれていた。 

 

資料 5-6  

 中国では上位 50 位以内に、日本では食品香料化合物に該当しない物質が 11 品目

含まれている。いずれも日本では溶剤等の副剤として使用されるもの、或いは調味料や

酸味料といった香料以外の用途分類となる物質であった。また、上位 50 位以内に日本

で使用ができない食品香料化合物は含まれていない。 

食品香料化合物としての使用順位では VANILLIN が１位である。VANILLIN はすべ

ての地域で食品香料化合物としての使用量が１位であるが、推定摂取量を比較すると

中国が最も少ない値となった。これは総人口が多いためであり、都市部と内陸部では加

工食品の発展度合いも大きく違うことが想像できる。最も多い欧州と比較すると約 10 分

の１、日本と比較しても約半分である。 

中国での上位 50 物質における特徴の一つとして、フレッシュなフルーツの香気に寄

与するとされる成分である 1,2‐DI((1’‐ETHOXY)ETHOXY)PROPANE の使用量順位が

中国においてのみ高いことが挙げられる。中国では 29 位であるのに対し、日本 459 位、

米国 306 位、欧州 215 位、中南米 338 位、インドネシア 211 位である。 
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(3) 各国地域の使用量及び推定摂取量での比較 

 

3-1 使用量毎品目数及び占有率  

 各国地域で使用されている IOFI のグローバル使用量調査リストに収載された物質に

ついて、使用量毎の品目数及び占有率を表 5 及びグラフ(資料 6)に示す。  

  

使用量が 0.1kg 以下の品目は、日本では 223 品目(全使用品目中の 15.61%)、米国で

は 0 品目（同 0.00%）、欧州では 179 品目（同 14.84%）、中南米では 165 品目（同 13.58%）、

インドネシアでは 192 品目（同 19.75%）、中国では 117 品目（同 10.19%）であった。使用品

目数でみると日本が最も多いが、累積占有率を比較するとインドネシアが最も高く、使用

量の少ない品目の占める割合がその他国地域より多いことがわかった。欧州、中南米、中

国においても使用品目数は 100 品目以上あったものの、米国においては使用品目の無

いことが際立って目立ち、少量の品目は使用されていない実態が分かった。 

資料 6 のグラフをみてもわかるように、日本は使用量が少ない品目の品目数が他の国

地域に比べ多い。食品中の微量の香料成分の分析技術が高いこと、それらを利用した繊

細な香料開発が行われていることが推察できる。 

使用量が 100kg 以下の品目の累積占有率は、日本では 1105 品目(全使用品目中の

77.33%)、米国では 527 品目（同 52.59%）、欧州では 785 品目（同 65.09%）、中南米では

726 品目（同 59.75%）、インドネシアでは 681 品目（同 70.06%）、中国では 664 品目（同

57.84%）であった。このことから分かるように、日本とインドネシアは使用量の少ない品目の

品目数が 7 割以上を占める一方で、米国は 5 割程度であった。  

使用量が 100t 以上の品目数をみてみると、日本とインドネシアが一桁であるのに対し、

その他国地域では二桁であり使用量が多い品目の使用が多いという実態も分かった。  
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表 5 使用量毎品目数及び占有率 

使用量 

[㎏] 

品目数 

占有率(%) 

累積占有率(%) 

日本 米国 欧州 中南米 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国 

X≦0.1 

223 0 179 165 192 117 

15.61  0.00  14.84  13.58  19.75  10.19  

15.61  0.00  14.84  13.58  19.75  10.19  

0.1＜X≦1 

231 130 167 140 158 117 

16.17  12.97  13.85  11.52  16.26  10.19  

31.77  12.97  28.69  25.10  36.01  20.38  

1＜X≦10 

339 146 164 174 132 134 

23.72  14.57  13.60  14.32  13.58  11.67  

55.49  27.54  42.29  39.42  49.59  32.06  

10＜X≦100 

312 251 275 247 199 296 

21.83  25.05  22.80  20.33  20.47  25.78  

77.33  52.59  65.09  59.75  70.06  57.84  

100＜X≦1,000 

204 210 203 230 154 232 

14.28  20.96  16.83  18.93  15.84  20.21  

91.60  73.55  81.92  78.68  85.91  78.05  

1,000＜X≦10,000 

93 159 131 158 101 162 

6.51  15.87  10.86  13.00  10.39  14.11  

98.11  89.42  92.79  91.69  96.30  92.16  

10,000＜X≦100,000 

25 82 74 81 30 72 

1.75  8.18  6.14  6.67  3.09  6.27  

99.86  97.60  98.92  98.35  99.38  98.43  

100,000＜X≦1,000,000 

2 19 12 17 5 15 

0.14  1.90  1.00  1.40  0.51  1.31  

100.00  99.50  99.92  99.75  99.90  99.74  

1,000,000＜X 

0 5 1 3 1 3 

0.00  0.50  0.08  0.25  0.10  0.26  

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

品目数合計 1,429 1,002 1,206 1,215 972 1,148 
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3-2 推定摂取量毎品目数及び占有率  

各国地域で使用されている IOFI のグローバル使用量調査リストに収載された物質に

ついて、推定摂取量毎の品目数及び占有率を表 6 及びグラフ(資料 7)に示す。  

  

推定摂取量が 100μg/人/日を超える品目は、日本では 182 品目(全使用品目中の

12.74%)、米国では 256 品目（同 25.55%）、欧州では 198 品目（同 16.42%）、中南米では

219 品目（同 18.02%）、インドネシアでは 144 品目（同 14.81%）、中国では 152 品目（同

13.24%）であった。 

 このように各国地域で使用されている多くの食品香料化合物が少量で使用されてお

り、特に米国以外の国地域でその傾向が顕著である実態が明らかになった。日本につい

ていえば、このことは消費者や食品メーカーの細かい要求に合わせた繊細で複雑な組み

合わせの香料開発が行われていることを裏付ける結果にもなった。 

 

 

表 6 推定摂取量毎品目数及び占有率 

推定摂取量 

[μg/人/日] 

品目数 

占有率(%) 

累積占有率(%) 

日本 米国 欧州 中南米 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国 

X≦0.1 

349 130 346 305 287 284 

24.42  12.97  28.69  25.10  29.53  24.74  

24.42  12.97  28.69  25.10  29.53  24.74  

0.1＜X≦1 

296 146 201 226 181 223 

20.71  14.57  16.67  18.60  18.62  19.43  

45.14  27.54  45.36  43.70  48.15  44.16  

1＜X≦10 

343 251 250 247 189 271 

24.00  25.05  20.73  20.33  19.44  23.61  

69.14  52.59  66.09  64.03  67.59  67.77  

10＜X≦100 

259 219 211 218 171 218 

18.12  21.86  17.50  17.94  17.59  18.99  

87.26  74.45  83.58  81.98  85.19  86.76  

100＜X≦1,000 

123 152 121 147 99 109 

8.61  15.17  10.03  12.10  10.19  9.49  

95.87  89.62  93.62  94.07  95.37  96.25  

1,000＜X≦10,000 

53 81 67 58 38 37 

3.71  8.08  5.56  4.77  3.91  3.22  

99.58  97.70  99.17  98.85  99.28  99.48  
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10,000＜X≦100,000 

6 18 9 12 6 5 

0.42  1.80  0.75  0.99  0.62  0.44  

100.00  99.50  99.92  99.84  99.90  99.91  

100,000＜X≦1,000,000 

0 5 1 2 1 1 

0.00  0.50  0.08  0.16  0.10  0.09  

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

品目数合計 1,429 1,002 1,206 1,215 972 1,148 

 

 

3-3 使用品目数における類別比較品目数及び占有率  

 

各国、地域で使用されている IOFI のグローバル使用量調査リストに収載された物質に

ついて、類別毎の品目数及び占有率を表 7 に示す。 

 

エステル類はすべての国、地域において使用品目数が多く、次いでケトン類が多い傾

向であった。この 1 位、2 位における占有率においては国別での大きな差はないが品目

数ではエステル類について日本が突出している。   

日本では食品中に微量含まれるチオエーテル類やチオール類が他の国、地域より多く

使用されており、これら香料の分析技術や合成技術が高いことが推察される。 

またワサビの主要香気成分であるイソチオシアネート類の使用品目数も 15 品と他の国、

地域より多く、ワサビの香気成分についての研究が進んでおり、これらの結果からもこれら

香料の分析技術や合成技術が高いことが推察される。 
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表 7 使用品目数における類別比較品目数及び占有率 

類別 

品目数 

占有率(%) 

日本 米国 欧州 中南米 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国 

個別指定品目 126 118 130 126 122 128 

8.8 11.8 10.8 10.4 12.6 11.1 

イソチオシアネート類 15 1 3 2 2 4 

1.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 

インドール及びその誘導体 2 2 2 2 2 2 

0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

エーテル類 89 33 46 50 36 53 

6.2 3.3 3.8 4.1 3.7 4.6 

エステル類 457 301 366 348 277 314 

32.0 30.0 30.3 28.6 28.5 27.4 

ケトン類 176 121 155 142 113 148 

12.3 12.1 12.9 11.7 11.6 12.9 

脂肪酸類 66 47 50 49 42 50 

4.6 4.7 4.1 4.0 4.3 4.4 

脂肪族高級アルコール類 90 58 66 69 49 70 

6.3 5.8 5.5 5.7 5.0 6.1 

脂肪族高級アルデヒド類 73 47 52 60 47 61 

5.1 4.7 4.3 4.9 4.8 5.3 

脂肪族高級炭化水素類 5 2 2 1 1 1 

0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

チオエーテル類 93 33 70 59 53 71 

6.5 3.3 5.8 4.9 5.5 6.2 

チオール類 57 18 46 39 39 45 

4.0 1.8 3.8 3.2 4.0 3.9 

テルペン系炭化水素類 17 17 17 17 17 17 

1.2 1.7 1.4 1.4 1.7 1.5 

フェノールエーテル類 22 16 21 21 15 21 

1.5 1.6 1.7 1.7 1.5 1.8 

フェノール類 35 23 33 32 27 30 

2.4 2.3 2.7 2.6 2.8 2.6 
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フルフラール及びその誘導体 3 2 2 2 2 2 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

芳香族アルコール類  17 11 12 13 10 12 

1.2 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 

芳香族アルデヒド類  29 17 23 24 18 24 

2.0 1.7 1.9 2.0 1.9 2.1 

ラクトン類  57 35 43 45 39 44 

4.0 3.5 3.6 3.7 4.0 3.8 

日本で 18 類に該当しない香

料化合物 

0 16 29 24 12 18 

0.0 1.6 2.4 2.0 1.2 1.6 

日本で香料に該当しない化

合物 

0 84 38 90 49 33 

0.0 8.4 3.2 7.4 5.0 2.9 

品目数合計 1,429 1,002 1,206 1,215 972 1,148 

占有率合計(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

3-4 使用量における類別比較品目数及び占有率  

各国、地域で使用されている IOFI のグローバル使用量調査リストに収載された物質に

ついて、使用量における類別品目数及び占有率を表 8 に示す。日本で香料に該当しな

い化合物は、溶剤などの副剤も多く含まれるため使用量がかなり大きい。そこで食品香料

化合物での類別使用の実態を把握するため、日本で香料に該当しない化合物を除いた。 

いずれの国と地域においても個別指定品目が最も高い占有率を示し、その重要性が

確認された。  

日本ではイソシアネート類が顕著に使用量、占有率ともに高く、これはワサビフレーバ

ーへの需要が高いことに起因していると推測される。また、日本でのエステル類の使用品

目数および使用量の占有率が他の国や地域に比べて高い。  

また、インドネシアではフェノール類の占有率が他の国や地域に比べて高い。特にイン

ドネシアで多く使用されている PROPENYLGUAETHOL が全体の約 89.9%を占めており、

この品目はバニラ系のフレーバーに多く使用されることから、これらのフレーバーがインド

ネシアで好まれていることが示唆される。  

中国では、エーテル類の占有率が他の国や地域に比べて高い。特に中国で多く使用

されている 1,2‐DI((1'‐ETHOXY)ETHOXY)PROPANE が全体の約 76.5%を占めており、こ

の品目の使用が中国特有の傾向として見られる。  
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さらに、インドネシアと中国においては、インドール及びその誘導体が使用量、占有率

ともに他の国と地域に比べて多く、これはジャスミンティーがこれらの地域で好まれている

ことが要因であると推測される。  
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表 8 使用量における類別比較品目数及び占有率  

類別 

使用量(kg) 

占有率(％)  

日本  米国  欧州  中南米  インドネシア  中国  

個別指定品目 
778,231 4,333,849 4,933,812 2,882,986 1,014,354 2,791,135 

61.40 63.40 69.82 60.63 70.46 51.69 

イソチオシアネート類 
1,719  52  276  1  0  60 

0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

インドール及びその誘

導体 

49  47  100  80  1,121  1,003 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02 

エーテル類 
3,730  17,329  11,832  7,722  1,388  71,999 

0.29 0.25 0.17 0.16 0.10 1.33 

エステル類 
136,157  537,544  369,299  366,771  71,973  472,818 

10.74 7.86 5.23 7.71 5.00 8.76 

ケトン類 
106,378  732,880  419,815  467,122  103,315  755,302 

8.39 10.72 5.94 9.82 7.18 13.99 

脂肪酸類 
73,177  755,926  674,885  518,407  105,614  447,397 

5.77 11.06 9.55 10.90 7.34 8.29 

脂肪族高級アルコール

類 

37,516  85,770  139,238  104,135  13,930  100,958 

2.96 1.25 1.97 2.19 0.97 1.87 

脂肪族高級アルデヒド

類 

13,175  19,148  37,341  37,278  6,696  40,065 

1.04 0.28 0.53 0.78 0.47 0.74 

脂肪族高級炭化水素類 
2  35  1  1  0  1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

チオエーテル類 
12,132  11,313  27,950  11,685  13,127  34,505 

0.96 0.17 0.40 0.25 0.91 0.64 

チオール類 
752  596  2,033  1,593  2,717  9,370 

0.06 0.01 0.03 0.03 0.19 0.17 

テルペン系炭化水素類 
16,368  107,130  169,992  80,393  22,435  259,756 

1.29 1.57 2.41 1.69 1.56 4.81 

フェノールエーテル類 
2,235  10,180  67,363  18,647  1,853  27,744 

0.18 0.15 0.95 0.39 0.13 0.51 

フェノール類 
2,591  13,148  7,141  4,983  14,684  20,474 

0.20 0.19 0.10 0.10 1.02 0.38 
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フルフラール及びその

誘導体 

4,715  11,130  5,580  6,370  2,640  9,160 

0.37 0.16 0.08 0.13 0.18 0.17 

芳香族アルコール類 
22,311  12,264  26,230  30,679  12,092  74,725 

1.76 0.18 0.37 0.65 0.84 1.38 

芳香族アルデヒド類 
1,191  10,226  3,484  8,793  3,512  11,376 

0.09 0.15 0.05 0.18 0.24 0.21 

ラクトン類 
54,996  103,955  155,827  186,671  42,802  259,043 

4.34 1.52 2.21 3.93 2.97 4.80 

日本で 18 類に該当しな

い食品香料化合物 

-  73,206  14,142  20,919  5,277  12,646 

0.00 1.07 0.20 0.44 0.37 0.23 

使用量合計(kg) 1,267,425 6,835,727 7,066,341 4,755,236 1,439,531 5,399,537 

占有率合計(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

(4) 日本で香料として使用できない化合物の使用状況 

具体的な不整合化合物を知るために欧米、中南米、インドネシア、中国のいずれかで

香料として使用されているが日本では使用できない食品香料化合物について整理した。 

欧米、中南米、インドネシア、中国のいずれかでは香料として使用されているが③日本で

個別指定品目・18 類に該当しない食品香料化合物、④日本で香料に該当しない化合物 

(③:77 品、④:132 品、計 209 品)の使用状況について資料 8 にまとめた。 

日本では使用できない食品香料化合物（③:77 品）の内、42 品は欧米、中南米、インド

ネシア、中国でも使用実績がなかった。35 品については欧米、中南米、インドネシア、中

国の少なくても 1 つ以上の国と地域で使用実績があった。2 つ以上の国や地域で比較的

汎用されている化合物は AMMONIUM SULFIDE、6-METHYLCOUMARIN、3-ETHYL‐

2,6-DIMETHYLPYRAZINE、N-ISOBUTYLDECA-TRANS-2-TRANS-4-DIENAMIDE、 

2-PENTYLPYRIDINE、SODIUM 2-(4-METHOXYPHENOXY)PROPANOATE、 

HYDROGEN SULFIDE、2-ISOPROPYL-N,2,3‐TRIMETHYLBUTYRAMIDE、 

N-ETHYL-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXANE CARBOXAMIDE、 

N-LACTOYL ETHANOLAMINE、 CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID 

 (2-ISOPROPYL-5- METHYLCYCLOHEXYL)AMIDE、 

N-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYLCYCLOPROPYLCARBOXAMIDE、 

N-P-BENZENEACETONITRILEMENTHANECARBOXAMIDE、 

N-(2-(PYRIDIN-2-YL)ETHYL)-3-P-MENTHANECARBOXAMIDE の 15 品目であった。 

 AMMONIUM SULFIDE はチキンなどセイボリータイプのフレーバーに使用されるが、欧

米ではベジタリアンが多いことやサステナビリティの観点から畜肉系原料の風味の代替と
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して使用されている。6-METHYLCOUMARIN はチョコレートフレーバーなどスイート系香

料に使用されている。 

 HYDROGEN SULFIDE は、温泉の硫黄臭として日本では有名な物質であるが、18 類の

香料に該当しないため、現時点では日本で使用できない。この化合物は、チキンや卵な

どの食品香料の開発に有用な物質である。食料不足を解消する手段として研究開発され

ている代替え肉用の香料としても有用であると考えられる。15 品のなかではアミド化合物

が多く含まれていた。 

これらの化合物は国際的に需要があるため、グローバルハーモナイゼーションの観点

から、個別指定品目としての登録等による国際整合化の取り組みの検討が必要である。 

 

日本で食品香料に該当しない化合物（④:132 品）の内、33 品は欧米、中南米、インドネ

シア、中国でも使用実績がなかった。99 品については欧米、中南米、インドネシア、中国

の少なくても 1 つ以上の国と地域で使用実績があった。 

欧米、中南米、インドネシア、中国いずれの国や地域でも使用が確認されたものは 

BENZOIC ACID、(TRI-)BUTYRIN、FUMARIC ACID、BETA-ALANINE、 

L-CYSTEINE、GLYCERYL TRIPROPANOATE、GLYCINE、L-LEUCINE、 

D,L-METHIONINE、L-PROLINE、THIAMINE HYDROCHLORIDE、 

D,L-VALINE  、L-PHENYLALANINE 、L-ASPARTIC ACID 、L-GLUTAMINE、   

L-HISTIDINE、DL-ALANINE、L-ARGININE、L-LYSINE、 

N-GLUCONYL ETHANOLAMINE の 20 品であった。日本では調味料に分類されるもの

が多く確認され、海外で言うところのサーマルプロセスフレーバーの原料の一部として使

用されるアミノ酸が多く含まれていた。このことから国際整合化を行う際は、単に物質を香

料として登録するだけではなく、サーマルプロセスフレーバーなど日本にはない分類を日

本の中でどのような位置づけにするのかが今後の課題になると推定される。 

一方、欧米、中南米、インドネシア、中国いずれかの国や地域の少なくとも１つの国や

地域では使用されて、使用量が多いものは ETHANOL や PROPYLENE GLYCOL、 

(TRI‐)ACETIN など製剤化の目的で副剤として使用するものや、CAFFEINE（苦味料）、

CITRIC ACID（酸味料）、MONOSODIUM GLUTAMATE（調味料）など味に影響を与え、

主剤であるが日本では定義上香料に該当しない品目が確認された。副剤を調査対象に

含める地域もあれば、日本や欧州のように副剤は調査対象に含めていない地域もある。 

 また REBAUDIOSIDE A、STEVIOSIDE、REBAUDIOSIDE M 95%など海外において主に

Flavourings with Modifying Properties(以下 FMPs)（特定の使用目的の条件下で最終食

品に香味を付加、強化、または変更を加える機能性を有する物質）として使用される物質

も確認された。FMPsは、FEMAやEFFAで説明文書が出されている（（資料9: EFFA Fact 

Sheet on Flavourings with Modifying Properties (FMPs)、資料 10:EFFA Guidance on 

Flavourings with Modifying Properties (FMPs)、資料 11: FEMA Sensory Testing for 

Flavorings with Modifying Properties (updated Jan. 2022)）。FMPs は固有の甘味や塩味

等を発揮しない濃度で、特性を変更または強化するフレーバー物質として使用されてい
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る。 

FMPs が固有の甘味や塩味を発揮しないことを証明するために、FEMA が官能評価の

ガイドラインを作成し、広く公開し、EFFA もこのガイドラインを参照している。（資料 11: 

FEMA FEMA Sensory Testing for Flavorings with Modifying Properties (updated Jan. 

2022)） 

例えば FEMA の官能評価のガイドラインでは甘味の場合は 1.5%のショ糖水と比較し、

甘味が超えないことを確認する方法、塩味の場合は、0.25%の塩化ナトリウム水と比較する

方法が提案されている。 

FMPs は、必ずしもそれ自体の特定の特徴的なフレーバーを持ったり付与したりするこ

とはないが、特定のフレーバー特性 (例えば、フルーティーさ) の強化または低減、オフ

ノートや苦味のマスキングなど、フレーバー属性を変更する機能を発揮することによって

フレーバーの全体的な効果を変更することが可能である。また、特定の知覚の開始時間

と持続時間を変更することも期待されている。 

 

ここ数年、海外では風味を損なうことなく砂糖や塩分を減らすなど、健康的な代替食品

を求める消費者の要望に応えるために、新しい FMPs の開発が増加している。 

 

日本にない概念をどのように位置づけ取り扱うべきかが今後の課題になると推定される。

日本の香料の定義は食品の製造又は加工の工程で、香気を付与又は増強するため添加

される添加物及びその製剤であるのに対し、コーデックスでは、香料（Flavourings）は、食

品の風味（Flavour）を添え、変化させ、又は高めるために食品に添加される製品とされて

いる。また風味とは、口に取り込まれ、主に味覚と嗅覚、また口内全体の疼痛及び触覚受

容体によって認識され、脳によって受け取られ解釈される物質の特徴の総体であるとされ、

風味の認識は香料の特性とされている。欧米、中南米、インドネシア、中国いずれの国や

地域においても香料の定義はコーデックス同様香味が含まれる。グローバルハーモナイ

ゼーションの観点から、品目の認可だけではなく、国際的な香料の定義や解釈も重要な

課題になると考えられる。それぞれの香料の定義を表 9 に要約した。 
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表 9 各国、地域の香料の定義 

国及び地域 香料の定義 

日本 食品の製造又は加工の工程で、香気を付与又は増強するため添加され

る添加物及びその製剤。 

（平成 2７年３月３０日 消食表第１３９号 消費者庁次長通知 食品表示

基準について 別添 添加物１－４） 

Codex 香料（Flavourings）は、食品の風味（Flavour）を添え、変化させ、又は高め

るために食品に添加される製品である。香料には、甘味、酸味、又は塩味

のみを持つ物質（砂糖、酢、食卓塩等）は含まれない。 

（香料の使用に関するガイドライン CAC/GL 66-2008 2.2） 

米国 フレーバリング剤(Flavoring Agents)及びその副剤(アジュバント)は、食品

に味もしくは香りを付与、または付与を補助する物質。 

(Code of Federal Regulations Title 21 (CFR21) part 170 .3 (o) (12)) 

欧州 香料（Flavourings）とは、そのまま摂取することは意図されておらず、香り

や味を与えるもしくは修飾するために食品に添加されるもの。専ら甘味、

酸味、または塩味のみを持つ物質は除く。 

(REGULATION (EC) No 1334/2008 （art3(a)) 

中南米（メルコスー

ルとして） 

香りおよび/または味をもつ物質またはその混合物で、食品に香りおよび

/または味を付与または増強する物質。 

（MERCOSUL/GMC/RES. N° 10/06） 

インドネシア 塩味、甘味、酸味以外の風味を与えるために使用されるもので、副剤の

有無にかかわらず、濃縮された製剤の形態。 

（BPOM 規則 No.13/2020） 

中国 添加することで食品製品中で香味を産生、修飾、あるいは向上させる香

味的物質である。ただし、もっぱら塩味、甘味、酸味を与えるものは含ま

れず、増味剤も含まれない。 

（GB 30616-2020,  GB 29938-2020,  GB 2760-2024） 
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E．結論 

本年度の研究は、昨年度の天然香料使用量調査に引き続き、食品香料化合物におい

て令和 2 年（2020 年）1 月から 12 月までの国内における食品香料化合物の使用量調査

の結果を、IOFI のグローバル使用量調査リストに収載された物質を中心に、同時期に実

施した海外 5 つの国と地域（米国、欧州、中南米、インドネシア、中国）の使用量調査の結

果と比較、考察した。 

 

検証の結果分かったことは以下の通りである。  

 

IOFI のグローバル使用量調査リスト中の使用化合物数としては欧米および中南米に比

べ 1,429 品目と日本が一番多く使用していた。日本の総使用量は 1,267t であった。米国

は使用化合物 1,002 品目（香料：918 品目、香料以外：84 品目）で総使用量約 22,664t（香

料：6,836t、香料以外：15,828t）と使用品目数が少なく、総使用量が多いのが特徴であっ

た。欧州は使用化合物 1,206 品目（香料：1,168 品目、香料以外：38 品目）で総使用量は

約 8,210t（香料：7,066t、香料以外：1,144t）と日本に次いで食品香料化合物の使用品目

数が多かった。中南米は使用化合物 1,215 品目（香料：1,125 品目、香料以外：90 品目）

で総使用量は約 20,203t（香料：4,755t、香料以外：15,448t）で香料以外の品目である溶

剤なども回答しており、香料以外の品目数と使用量が多いのが特徴である。インドネシア

は使用化合物 972 品目（香料：923 品目、香料以外：49 品目）で総使用量は約 5,298t（香

料：1,440t、香料以外：3,858t）と使用品目数としては一番少なかった。中国は使用化合物

1,148 品目（香料：1,115 品目、香料以外：33 品目）で総使用量は約 21,085t（香料：5,400t、

香料以外：15,685t）であった。 

欧米は使用品目数の割には使用量が多いがこれは我が国に比べ強い匂いを好む傾

向があるといえる。 

日本では個別指定品目とされている食品香料化合物は他 5 地域でも使用量占有率が

50%を超え高いことから、比較的大量に使用される化合物の傾向は全ての国、地域で類

似していることがうかがえた。  

各国、地域で使用量が上位にある品目で比較した結果、食文化に起因する特徴的な

食品香料化合物の使用が分かった。日本特有の食品であるワサビの主要な香気成分で

ある ALLYL ISOTHIOCYANATE、米国では BENZALDEHYDE、METHYL SALICYLATE、

STEARIC ACID 、 PIPERONAL 、 欧 州 で は 4‐HYDROXY‐2,5‐DIMETHYL‐3(2H)‐

FURANONE 、 MALTOL 、 中 南 米 で は CINNAMALDEHYDE や GAMMA-

NONALACTONE、DIACETYL が他の地域と比べ多く使用されていた。 

 各国、地域の使用量及び推定摂取量での比較を行った結果、日本やインドネシアは使

用量の少ない品目の占める割合がその他国地域より多いことがわかった。逆に米国は使

用量が 0.1kg 以下の使用品目がなく、少量の品目が使用されていない実態が明らかにな

った。 
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推定摂取量が 100μg/人/日以下の品目は、日本では 182 品目(全使用品目中の

87.26%)、米国では 256 品目（同 74.45%）、欧州では 198 品目（同 83.58%）、中南米では

219 品目（同 81.98%）、インドネシアでは 144 品目（同 85.19%）、中国では 152 品目（同

86.76%）であった。 

 このように各国、地域で使用されている多くの食品香料化合物が少量で使用されており、

特に米国以外の国地域でその傾向が顕著である実態が明らかになった。日本について

いえば、このことは消費者や食品メーカーの細かい要求に合わせた繊細で複雑な組み合

わせの香料開発が行われていることを裏付ける結果にもなった。 

 

日本で香料として使用できない化合物の他の国地域での使用状況を確認したところ、

AMMONIUM SULFIDE、6-METHYLCOUMARIN、HYDROGEN SULFIDE など 18 類の

香料に該当しないため使用できない品目が 35 品目あった。 

これらの化合物は国際的に需要があるため、グローバルハーモナイゼーションの観点

から、個別指定品目としての登録等による国際整合化の取り組みの検討が必要である。 

また日本で香料に該当しない化合物では、日本では調味料に分類されるものが多く

確認され、海外で言うところのサーマルプロセスフレーバーの原料の一部として使用され

るアミノ酸が多く含まれていた。このことから国際整合化を行う際は、単に物質を香料とし

て登録するだけではなく、サーマルプロセスフレーバーなど日本にはない分類を日本の

中でどのような位置づけにするのかが今後検討が必要である。 

欧米を中心に FMPs に該当する物質の使用が確認された。風味を損なうことなく砂糖

や塩分を減らすなど、健康的な代替食品を求める消費者の要望に応えるために、新しい

FMPs の開発が近年増加している実態が明らかになった。グローバルハーモナイゼーショ

ンの観点から、品目の認可だけではなく、国際的な香料の定義や解釈も重要な課題にな

ってきている。 

 

JECFA による食品香料化合物の安全性評価は、主として代謝、毒性、摂取量の 3 つ

の情報に基づいている。それらの重要な要素の一つである摂取量を算出するには使用

量データが必要になる。5 年毎に実施される IOFI のグローバル使用量調査に協力しな

がら、日本の食品香料化合物の使用量調査を実施することは非常に重要である。  

引き続き IOFI のグローバル使用量調査に協力し、日本と海外との比較検討をするこ

とは日本の香料と海外のフレーバーの違いを明らかにし、意義のあることであると考えら

れる。 
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おわりに 

 本年度研究では日本と海外5つの国と地域（米国、欧州、中南米、インドネシア、中国）

での食品香料化合物の使用実態調査結果を比較考察することにより、食品香料化合物

の国際的使用動向を把握すると同時に、国際的観点から日本における食品香料化合物

の使用状況を明確化し見極めることができた。   

   

国内の食品香料化合物の使用量調査については、平成 13 年対象調査から始まり、

令和 2 年対象調査までの計 5 回にわたり国内で流通している食品香料化合物の使用量

実態調査を実施してきたが、今回、世界における食品香料化合物の使用量比較につい

ては、IOFI のグローバル調査リストを基にした第 3 回目のクローバル調査であった。その

なかで、地域における特徴や日本の世界における位置づけなど調査結果から多くのもの

を得られた。また IOFI は今後も 5 年毎のグローバル使用量調査を継続(第 4 回目、2025

年対象）していくこととしており、更なる国、地域も増えるとされている。今後もグローバル

ハーモナイゼーションの推進の一助としてグローバル使用量調査を継続し、今回と同様

に日本と海外との比較検討を行っていきたい。   

   

また、食品香料化合物の使用量調査は、常に食品香料化合物が我が国において安

全に使用されているという確認のために、国内外の規制への順応状況や時代を反映し

た食品香料化合物の使用状況の把握、科学的安全性評価のための最新の暴露量デー

タの提供を行政機関の指導の下に今後も定期的に実施することが望ましいと言える。  

  

また、このような今回の使用量調査を基に計算した各国、地域の推定摂取量の結果も、

安全性評価をする上できわめて重要な資料となり今後の食品香料化合物の評価に際し

有効に利用されることが期待される。   

   

本研究は、日本香料工業会の会員のうち食品香料化合物を使用している企業の協力

のもと、食品香料委員会 20 社及び日本香料工業会事務局の分担作業により行ったもの

で、分担作業協力者は下記の通りである。  
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委員名 会社名  

松井 敏晃 アイ・エフ・エフ日本株式会社 

岸本 一宏 稲畑香料株式会社 

高木 成典 株式会社井上香料製造所 

大橋 篤志 小川香料株式会社 

岡 秀樹 小川香料株式会社 

篠田 祐希 小川香料株式会社 

宮澤 利男 小川香料株式会社 

大井 聖文 ケリー・ジャパン株式会社 

小栁 美穂子 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 

澤野 友信 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 

渡邊 武俊 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 

阿部 国広 塩野香料株式会社 

浮田 英生 塩野香料株式会社 

岩岡 洋子 ジボダン ジャパン株式会社 

田嶌 麻里 ジボダン ジャパン株式会社 

神浦 智和 シムライズ株式会社 

田宮 良久 曽田香料株式会社 

山上 康寿 曽田香料株式会社 

瓦谷 明宏 高砂香料工業株式会社 

鈴木 紀生 高砂香料工業株式会社 

関谷 史子 高砂香料工業株式会社 

山内 大悟 高田香料株式会社 

西 久人 株式会社種村商会 

寺川 将樹 長岡香料株式会社 

長屋 有紀子 日本フィルメニッヒ株式会社 

東仲 隆治 日本香料薬品株式会社 

稲井 隆之 長谷川香料株式会社 

大木 嘉子 長谷川香料株式会社 

田原 弘之 長谷川香料株式会社 

東條 博昭 長谷川香料株式会社 

前田 航平 株式会社ヤクルトマテリアル 

乾 直人 横山香料株式会社 

太田 真裕 理研香料工業株式会社 

大野 幸雄 日本香料工業会 

北村 和徳 日本香料工業会 

西澤 陽一郎 日本香料工業会 
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F．健康危機管理情報 

 消費者或いは利用者に健康危害の懸念のない安全と安心を担保するため、本研究で

得られた結果は大きく寄与するものと考える。 
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資料2 IOFIの調査リストとJFFMAの調査リストで香料化合物名称の範囲の違う品目 

FEMA
No.

IOFIのグローバル使用量
調査リストの品目名

調査
No.

JFFMAの使用量調査リストの
品目名（英名）

SEQ
番号

使用量(kg)

386 borneol 251 754.66
64 d-borneol 個別指定 70.60
475 l-carveol 342 25.72
476 carveol 343 12.51
479 l-carvone 345 3,833.71
480 carvone 346 35.40
478 d-carvone 344 13.59
484 carvyl acetate 350 20.72
487 l-carvyl acetate ( 350 ) 0.22
483 cis-carvyl acetate 349 0.21
57 citral 個別指定 11,999.70

2094 neral 1922 125.31
59 citronellol 個別指定 1,500.67
538 l-citronellol 404 67.82
627 gamma-decalactone 490 3,435.24
629 (S)-gamma-decalactone ( 490 ) 40.16
628 (R)-gamma-decalactone ( 490 ) 15.13
625 delta-decalactone 489 17,560.28
626 (R)-delta-decalactone ( 489 ) 276.06
643 trans-2-decenal 506 7.44
639 2-decenal 502 0.96

711 dihydrocarveol 568 11.64

712 l-dihydrocarveol ( 568 ) 0.60

715 dihydrocarvyl acetate 570 4.61
716 d-dihydrocarvyl acetate ( 570 ) 1.74
717 l-dihydrocarvyl acetate ( 570 ) 0.30
846 gamma-dodecalactone 693 1,288.27
847 (R)-gamma-dodecalactone ( 693 ) 14.06
857 trans-2-dodecenal 702 3.23
856 2-dodecenal 701 0.34
1111 fenchyl alcohol 954 98.51
1112 alpha-fenchyl alcohol ( 954 ) 9.49
1272 trans-2-hexenal 1111 7,369.06
1269 2-hexenal 1108 475.81
1290 trans-2-hexenol 1127 2,388.11
1285 2-hexenol 1122 41.43
2282 perilla alcohol 2093 118.45
2283 l-perilla alcohol ( 2093 ) 1.13
110 l-menthol 個別指定 129,224.28
67 dl-menthol 個別指定 488.43

1670 menthone 1513 183.66
1671 l-menthone ( 1513 ) 1.71
111 l-menthyl acetate 個別指定 643.00

1678 menthyl acetate 1520 66.91

3870 d-neomenthyl acetate 5.00
1754 methyl 2-hexenoate 1587 3.75
1755 methyl trans-2-hexenoate ( 1587 ) 2.01
1861 methyl 2-nonenoate 1690 1.18
1862 methyl trans-2-nonenoate ( 1690 ) 0.01
2100 nerolidol 1927 285.35
2097 cis-nerolidol 1925 1.00
2129 2,6-nonadienol ( 1950 ) 3.42
2127 trans,cis-2,6-nonadienol 1949 0.65
2289 alpha-phellandrene 2098 62.83
2290 (R)-alpha-phellandrene ( 2098 ) 0.12

2157 BORNEOL

2366 2‐DECENAL

2379
DIHYDROCARVEOL

(ISOMER
UNSPECIFIED)

GAMMA‐
DECALACTONE

CARVEOL2247

CARVONE2249

2250 CARVYL ACETATE

2309

2303

2360

CITRAL

2400
GAMMA‐

DODECALACTONE

2480 FENCHYL ALCOHOL

2‐HEXEN‐1‐OL

2402

DL‐CITRONELLOL

2‐DODECENAL

2380
DIHYDROCARVYL

ACETATE

2361
DELTA‐

DECALACTONE

2,6‐NONADIEN‐1‐OL

2667 MENTHONE

2664

2665

P‐MENTHA‐1,8‐DIEN‐
7‐OL

2725

2668
MENTHYL ACETATE

(ISOMER
UNSPECIFIED)

2560

2856

NEROLIDOL (ISOMER
UNSPECIFIED)

HEXEN‐2‐AL

2562

2780

MENTHOL RACEMIC

2772

METHYL 2‐
NONENOATE

ALPHA‐
PHELLANDRENE

2709
METHYL 2‐
HEXENOATE
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資料2 IOFIの調査リストとJFFMAの調査リストで香料化合物名称の範囲の違う品目 

FEMA
No.

IOFIのグローバル使用量
調査リストの品目名

調査
No.

JFFMAの使用量調査リストの
品目名（英名）

SEQ
番号

使用量(kg)

2367 alpha-pinene 2176 564.84
2369 l-alpha-pinene ( 2176 ) 0.69
1598 isopulegol 1442 95.12
1599 l-isopulegol ( 1442 ) 88.50
2455 d-pulegone ( 2262 ) 9.58
2454 pulegone 2262 0.04
2463 rhodinol 2270 2.20
3480 (S)-rhodinol 0.03
3018 santalol 2819 0.35
2481 alpha-santalol 2285 0.01
135 terpinyl acetate 個別指定 703.53
2521 alpha-terpinyl acetate 2326 56.67
3817 beta-terpinyl acetate 45.22
3907 gamma-terpinyl acetate 45.22
2589 4-methylbenzaldehyde 2395 56.90
2590 methylbenzaldehyde 2396 3.57
2588 2-methylbenzaldehyde 2394 1.26
2075 3-methylbenzaldehyde 1902 0.96
2607 trans-2-tridecenal 2413 0.15
2606 2-tridecenal 2412 0.12
621 2,4-decadienal 486 19.19
622 trans,trans-2,4-decadienal 487 6.84
1281 3-hexenoic acid 1120 8.43
1283 trans-3-hexenoic acid ( 1120 ) 2.66

1718
2-methoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

1557 53.98

1720
2-methoxy-(3or6)-
methylpyrazine

( 1557 ) 47.04

1719
2-methoxy-(3or5)-
methylpyrazine

( 1557 ) 23.07

1721
2-methoxy-3-
methylpyrazine

( 1557 ) 16.74

1610
3-methyl-2-(cis-2-
pentenyl)-2-
cyclopentenone

1453 200.87

3698
3-methyl-2-(2-pentenyl)-
2-cyclopentenone

5.81

1611
3-methyl-2-(trans-2-
pentenyl)-2-
cyclopentenone

1454 0.24

1933
2-methyl-(3or5or6)-
(methylthio)pyrazine

1762 71.99

1935
2-methyl-(3or6)-
(methylthio)pyrazine

( 1762 ) 39.21

1936
2-methyl-3-
(methylthio)pyrazine

( 1762 ) 2.94

2147 trans-2-nonenal 1969 44.64
2145 2-nonenal 1967 0.87
2217 trans-2-octenal 2032 2.96
2216 2-octenal 2031 0.13

2471
4-methyl-2-(2-methyl-1-
propenyl)tetrahydropyran

2278 78.39

2474
l-4-methyl-2-(2-methyl-
1-
propenyl)tetrahydropyran

( 2278 ) 0.56

2980 RHODINOL

ISOPULEGOL

3068
TOLUALDEHYDES

(MIXED O,M,P)

3208

2‐TRIDECENAL

TERPINYL ACETATE
(ISOMER MIXTURE)

3‐HEXENOIC ACID

3082

SANTALOL (ALPHA
AND BETA )

3047

3170

2‐TRANS,4‐TRANS‐
DECADIENAL

(METHYLTHIO)METHY
LPYRAZINE (MIXTURE

OF ISOMERS)

3135

2‐OCTENAL3215

3183

2,5 OR 6‐METHOXY‐3‐
METHYLPYRAZINE

(MIXTURE OF
ISOMERS)

2902 ALPHA‐PINENE

2962

3196

3‐METHYL‐2‐(2‐
PENTENYL)‐2‐

CYCLOPENTEN‐1‐
ONE

2963 PULEGONE

3213

3006

2‐NONENAL

3236

TETRAHYDRO‐4‐
METHYL‐2‐(2‐

METHYLPROPEN‐1‐
YL)PYRAN
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資料2 IOFIの調査リストとJFFMAの調査リストで香料化合物名称の範囲の違う品目 

FEMA
No.

IOFIのグローバル使用量
調査リストの品目名

調査
No.

JFFMAの使用量調査リストの
品目名（英名）

SEQ
番号

使用量(kg)

2582 sabinene hydrate 2389 18.88
2583 trans-sabinene hydrate ( 2389 ) 0.88

618 trans-beta-damascone ( 484 ) 48.23

617 beta-damascone 484 22.53

642 cis-4-decenal 505 0.48
644 trans-4-decenal 507 0.21
640 4-decenal 503 0.02

1052
2-ethyl-3-
methoxypyrazine

898 0.21

3594

2-ethyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine and 2-
methyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine

0.09

1201 cis-4-heptenal 1045 4.48
1203 trans-4-heptenal 1047 0.01

209
2-acetyl-3,5-
dimethylpyrazine

68 1.93

208
2-acetyl-3,(5or6)-
dimethylpyrazine

67 1.51

382 alpha-bisabolene 248 24.91
383 bisabolene 249 6.45
943 ethyl 3-hexenoate 780 13.55
945 ethyl trans-3-hexenoate ( 780 ) 6.16

1726
2-isopropyl-3-
methoxypyrazine

1561 0.46

1584
2-isopropyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine

1429 0.01

2121
2,6-nonadienal diethyl
acetal

1946 0.01

2122
trans,cis-2,6-nonadienal
diethyl acetal

( 1946 ) 0.01

1646 linoleic acid 1487 342.99

1647 linolenic acid 1488 0.04

1847 methyl linolenate 1675 2.95
1846 methyl linoleate 1674 2.15

3968
methyl linoleate and methyl
linolenate

0.01

613 beta-damascenone 482 302.52

3857 damascenone 2.99

3896 ethyl trans-2-butenoate 141.44
988 ethyl 2-butenoate 826 103.78

1298
cis-3-hexenyl 2-
methylbutyrate

1133 6.64

1299
3-hexenyl 2-
methylbutyrate

1134 0.11

1336 cis-3-hexenyl isovalerate 1170 15.70
1335 3-hexenyl isovalerate 1169 2.03

1155
trans-6,10-dimethyl-5,9-
undecadien-2-one

999 5.51

3783
6,10-dimethyl-5,9-
undecadien-2-one

2.42

4‐THUJANOL

3331

1‐(2,6,6‐TRIMETHYL‐1
‐CYCLOHEXEN‐1‐YL)

‐2‐BUTEN‐1‐ONE

METHYL LINOLEATE
(48%) METHYL

LINOLENATE (52%)
MIXTURE

BISABOLENE

3264 4‐DECENAL

2‐METHOXY‐3(5 AND
6)‐

ISOPROPYLPYRAZINE

3239

3327

3280
2‐ETHYL(OR METHYL)

‐(3,5 AND 6)‐
METHOXYPYRAZINE

2‐ACETYL‐3,5(AND 6)
‐DIMETHYLPYRAZINE

3243

3497
3‐HEXENYL 2‐

METHYLBUTANOATE

2,6‐NONADIENAL
DIETHYL ACETAL

3378

3542

3342

4‐HEPTENAL

ETHYL 3‐HEXENOATE

3289

6,10‐DIMETHYL‐5,9‐
UNDECADIEN‐2‐ONE

3486

3380

9,12‐
OCTADECADIENOIC

ACID (48%) AND 9,12,15
‐OCTADECATRIENOIC

ACID (52%)

3358

3420

ETHYL TRANS‐2‐
BUTENOATE

1‐(2,6,6‐
TRIMETHYLCYCLOHE
XA‐1,3‐DIENYL)‐2‐

BUTEN‐1‐ONE

3411

3498
3‐HEXENYL 3‐

METHYLBUTANOATE
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資料2 IOFIの調査リストとJFFMAの調査リストで香料化合物名称の範囲の違う品目 

FEMA
No.

IOFIのグローバル使用量
調査リストの品目名

調査
No.

JFFMAの使用量調査リストの
品目名（英名）

SEQ
番号

使用量(kg)

2956 2-hexyl-2-cyclopentenone 2759 1.02

1547
2-methyl-3-(2-pentenyl)-
2-cyclopentenone

1392 0.04

112 l-perillaldehyde 個別指定 3,101.93
2284 perillaldehyde 2094 89.75
713 dihydrocarvone 569 12.56
714 d-dihydrocarvone ( 569 ) 5.19

883
2-ethoxy-(3or5)-
methylpyrazine

( 725 ) 1.20

882
2-ethoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

725 0.24

567 cyclocitral 435 1.28

568 beta-cyclocitral ( 435 ) 0.42

1972 4-methylbenzyl acetate 1798 4.98

1971 2-methylbenzyl acetate 1797 0.02

657 2-decen-5-olide 515 115.61

1653 (R)-2-decen-5-olide 1495 6.03

659 cis-7-decen-5-olide ( 516 ) 30.49

658 7-decen-5-olide 516 26.99

1632 linalool oxide (furanoid) ( 1472 ) 1,657.00
1631 cis-linalool oxide (furanoid) ( 1472 ) 226.09
863 cis-6-dodecen-4-olide ( 706 ) 15.80
862 6-dodecen-4-olide 706 0.69
472 3-carene 340 11.98
473 (+)-3-carene ( 340 ) 0.31

783
l-trans-3,7-dimethyl-
1,5,7-octatrien-3-ol

( 633 ) 2.53

784
trans-3,7-dimethyl-1,5,7-
octatrien-3-ol

( 633 ) 2.52

650 trans-4-decenoic acid ( 510 ) 194.20
648 4-decenoic acid 510 13.81
1273 trans-3-hexenal 1112 0.44
1270 3-hexenal 1109 0.11

1279
trans-2-hexenal
propyleneglycol acetal

1118 364.15

3609
2-hexenal propyleneglycol
acetal

3.97

3034
(2,4or3,5or3,6)-dimethyl-
3-
cyclohexenylcarbaldehyde

2834 6.71

3025
2,4-dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

2825 3.06

1682 menthyl formate 1524 2.03
1683 l-menthyl formate ( 1524 ) 0.12

3382

sodium 3-[(4-amino-2,2-
dioxido-1H-2,1,3-
benzothiadiazin-5-yl)oxy]-
2,2-dimethyl-N-
propylpropanamide

3181 151.40

3198

3-[(4-amino-2,2-dioxido-
1H-2,1,3-benzothiadiazin-
5-yl)oxy]-2,2-dimethyl-N-
propylpropanamide

2996 11.40

4701

3‐[(4‐AMINO‐2,2‐
DIOXIDO‐1H‐2,1,3‐

BENZOTHIADIAZIN‐5‐
YL)OXY]‐2,2‐
DIMETHYL‐N‐

PROPYLPROPANAMID
E

3744

4509 MENTHYL FORMATE

4272

P‐MENTH‐8‐EN‐2‐
ONE

3821 DELTA‐3‐CARENE

2‐METHYL‐3,5 OR 6‐
ETHOXYPYRAZINE

3569

3552

4505

(2,4)‐ AND (3,5)‐ AND
(3,6)‐DIMETHYL‐3‐

CYCLOHEXENYLCARB
ALDEHYDE

3923 3‐HEXENAL

3639
2,6,6‐TRIMETHYL‐1&2

‐CYCLOHEXEN‐1‐
CARBOXALDEHYDE

3914

ISOJASMONE

3557

LINALOOL OXIDE

5‐HYDROXY‐2‐
DECENOIC ACID
DELTA‐LACTONE

3702
METHYLBENZYL
ACETATE (MIXED

O,M,P)

P‐MENTHA‐1,8‐DIEN‐
7‐AL

3745
5‐HYDROXY‐7‐
DECENOIC ACID
DELTA‐LACTONE

(+/‐)‐TRANS‐ AND
CIS‐2‐HEXENAL

PROPYLENE GLYCOL
ACETAL

4‐DECENOIC ACID

3830
(E,R)‐3,7‐DIMETHYL‐
1,5,7‐OCTATRIEN‐3‐

OL

1,4‐DODEC‐6‐
ENOLACTONE

3780

3565

3746
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資料5-1 日本における使用量上位50品目

順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）

VANILLIN 1 153,472 38,932 4 1,240,000 114,386 1 2,360,000 179,604
MENTHOL RACEMIC 2 129,713 32,905 8 399,000 36,806 6 237,000 18,037
ETHYL ACETATE 3 94,340 23,932 14 203,000 18,726 5 249,000 18,950
ETHYL MALTOL 4 55,101 13,978 19 131,000 12,084 41 33,900 2,580
ETHYL BUTYRATE 5 51,959 13,181 13 272,000 25,091 6 237,000 18,037
ISOAMYL ACETATE 6 42,567 10,798 16 157,000 14,483 8 201,000 15,297
ETHYL VANILLIN 7 33,785 8,570 9 374,000 34,500 3 424,000 32,268
ETHYL PROPIONATE 8 32,379 8,214 39 62,800 5,793 61 20,500 1,560
DELTA‐DODECALACTONE 9 22,915 5,813 84 19,700 1,817 39 36,200 2,755
BENZYL ALCOHOL 10 19,911 5,051 15 163,000 15,036 28 52,100 3,965
DELTA‐DECALACTONE 11 17,836 4,525 81 20,100 1,854 32 43,600 3,318
CIS‐3‐HEXENOL 12 17,585 4,461 49 45,400 4,188 20 77,300 5,883
HEXYL ACETATE 13 15,924 4,040 80 20,300 1,873 37 37,600 2,861
ACETIC ACID 14 15,040 3,815 33 83,500 7,703 10 134,000 10,198
ALLYL ISOTHIOCYANATE 15 15,028 3,812 191 2,220 205 66 19,000 1,446
BUTYRIC ACID 16 14,724 3,735 23 109,000 10,055 13 104,000 7,915
CITRAL 17 12,125 3,076 43 52,000 4,797 19 83,700 6,370
D‐LIMONENE 18 11,920 3,024 31 89,000 8,210 14 100,000 7,610
LINALOOL 19 11,731 2,976 71 25,300 2,334 24 57,600 4,384
LACTIC ACID 20 11,624 2,949 12 306,000 28,227 4 368,000 28,006
PHENETHYL ALCOHOL 21 10,831 2,748 168 2,630 243 95 8,210 625
TRIETHYL CITRATE 22 10,822 2,745 171 2,570 237 98 7,340 559
ISOAMYL ALCOHOL 23 10,802 2,740 76 21,200 1,956 47 25,800 1,963
OLEIC ACID 24 10,619 2,694 20 127,000 11,715 48 25,100 1,910
ETHYL 2‐
METHYLBUTYRATE

25 10,439 2,648 44 50,400 4,649 27 54,300 4,132

BUTYL ACETATE 26 10,230 2,595 93 14,800 1,365 62 19,900 1,514
MALTOL 27 10,071 2,555 24 107,000 9,870 15 98,200 7,473
PROPYL ACETATE 28 9,678 2,455 181 2,370 219 143 2,920 222
METHYL SULFIDE 29 9,637 2,445 125 6,140 566 64 19,600 1,492
4‐METHYL‐5‐
THIAZOLEETHANOL

30 8,972 2,276 134 4,950 457 83 10,900 830

4‐HYDROXY‐2,5‐
DIMETHYL‐3(2H)‐
FURANONE

31 8,679 2,202 20 127,000 11,715 12 112,000 8,524

METHYL ANTHRANILATE 32 8,361 2,121 61 33,800 3,118 89 9,300 708
HEXEN‐2‐AL 33 7,845 1,990 115 7,170 661 51 23,600 1,796
METHYLCYCLOPENTENOLO
NE

34 7,454 1,891 32 83,600 7,712 50 24,000 1,826

HEXANOIC ACID 35 7,238 1,836 53 41,600 3,837 35 39,100 2,976

品目名
欧州米国日本
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順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）

4 592,000 35,647 2 426,000 52,859 4 531,000 17,319
14 169,000 10,176 35 11,000 1,365 6 343,000 11,187
10 177,000 10,658 18 29,200 3,623 16 134,000 4,371
23 72,200 4,347 17 31,200 3,871 5 420,000 13,699
7 289,000 17,402 9 63,200 7,842 7 243,000 7,926
9 197,000 11,862 9 63,200 7,842 14 138,000 4,501
8 201,000 12,103 16 38,500 4,777 19 98,400 3,209

35 52,100 3,137 25 17,300 2,147 43 32,100 1,047
37 48,000 2,890 24 17,500 2,171 21 92,600 3,020
19 103,000 6,202 23 21,400 2,655 20 97,600 3,183
24 69,200 4,167 39 9,680 1,201 27 79,600 2,596
40 45,200 2,722 47 7,520 933 34 46,900 1,530
47 37,900 2,282 70 3,870 480 75 13,900 453
16 154,000 9,273 30 13,300 1,650 25 83,800 2,733

114 7,890 475 227 230 29 125 5,110 167
911 1 0 21 23,100 2,866 28 56,400 1,840
43 42,300 2,547 76 3,390 421 30 53,200 1,735
29 58,700 3,535 27 16,500 2,047 9 203,000 6,621
50 32,300 1,945 43 9,140 1,134 22 92,300 3,010
12 171,000 10,297 11 58,100 7,209 10 152,000 4,958
80 14,000 843 82 2,810 349 41 33,700 1,099

142 4,420 266 45 8,540 1,060 67 16,600 541
56 29,200 1,758 48 7,490 929 69 14,800 483
52 31,600 1,903 65 4,260 529 26 82,300 2,684

46 39,200 2,360 51 6,680 829 45 30,200 985

57 29,100 1,752 68 4,120 511 99 7,630 249
32 53,900 3,246 12 55,300 6,862 24 85,400 2,785

203 2,020 122 196 380 47 136 4,460 145
116 7,540 454 42 9,170 1,138 66 17,900 584

90 11,700 705 48 7,490 929 41 33,700 1,099

31 55,300 3,330 20 23,500 2,916 14 138,000 4,501

39 45,700 2,752 40 9,220 1,144 80 13,100 427
67 19,500 1,174 86 2,700 335 101 7,570 247

88 11,800 711 34 11,900 1,477 50 24,600 802

34 52,400 3,155 66 4,250 527 61 20,200 659

中国インドネシア中南米
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資料5-1 日本における使用量上位50品目

順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）
品目名

欧州米国日本

2‐METHYLBUTYRIC ACID 36 7,219 1,831 57 37,000 3,413 31 48,700 3,706
ACETOIN 37 7,128 1,808 17 154,000 14,206 16 87,300 6,644
ISOBUTYL ACETATE 38 7,118 1,806 78 20,800 1,919 56 21,500 1,636
ISOAMYL BUTYRATE 39 7,096 1,800 73 23,700 2,186 42 33,800 2,572
ETHYL ISOBUTYRATE 40 6,887 1,747 114 7,310 674 154 2,220 169
HEXYL ALCOHOL 41 6,877 1,745 109 8,650 798 57 21,400 1,629
BENZALDEHYDE 42 6,311 1,601 7 436,000 40,220 17 85,000 6,469
PROPYL ALCOHOL 43 6,038 1,532 142 4,520 417 80 11,800 898

2‐METHYLBUTYL ACETATE 44 5,931 1,505 117 7,040 649 74 14,000 1,065

DECANOIC ACID 45 5,689 1,443 82 19,800 1,826 38 37,500 2,854
ETHYL LACTATE 46 5,630 1,428 25 99,300 9,160 63 19,700 1,499
ETHYL HEXANOATE 47 5,230 1,327 69 27,000 2,491 36 38,200 2,907
L‐MONOMENTHYL
GLUTARATE

48 5,195 1,318 33 83,500 7,703 34 40,400 3,075

CINNAMALDEHYDE 49 5,173 1,312 30 89,800 8,284 44 30,000 2,283
ALLYL HEXANOATE 50 5,060 1,284 85 19,500 1,799 53 22,500 1,712
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順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）

中国インドネシア中南米

58 26,700 1,608 91 2,390 297 74 14,100 460
20 102,000 6,142 44 8,630 1,071 47 29,100 949
60 23,900 1,439 32 12,700 1,576 60 20,300 662
41 45,100 2,716 60 5,690 706 44 30,400 992

172 2,850 172 144 820 102 150 3,280 107
70 18,200 1,096 107 1,650 205 110 6,580 215
30 58,000 3,492 101 1,830 227 75 13,900 453

192 2,250 135 22 21,600 2,680 122 5,240 171

111 8,110 488 88 2,610 324 156 2,910 95

36 51,800 3,119 58 6,060 752 33 50,900 1,660
49 33,000 1,987 85 2,710 336 39 36,000 1,174
54 30,000 1,806 74 3,640 452 50 24,600 802

136 4,960 299 NR 192 1,850 60

18 116,000 6,985 140 980 122 72 14,200 463
42 44,800 2,698 61 5,510 684 40 34,800 1,135
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資料5-2 米国における使用量上位50品目

順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）

PROPYLENE GLYCOL NA 1 5,910,000 545,178 NA
ETHYL ALCOHOL NA 2 3,440,000 317,329 NR
CITRIC ACID NA 3 2,310,000 213,090 NA
VANILLIN 1 153,472 38,932 4 1,240,000 114,386 1 2,360,000 179,604

MONOSODIUM GLUTAMATE NA 5 1,090,000 100,549 NA

SODIUM DIACETATE NA 6 991,000 91,416 2 498,000 37,900
BENZALDEHYDE 42 6,311 1,601 7 436,000 40,220 17 85,000 6,469
MENTHOL RACEMIC 2 129,713 32,905 8 399,000 36,806 6 237,000 18,037
ETHYL VANILLIN 7 33,785 8,570 9 374,000 34,500 3 424,000 32,268
GLYCEROL NA 10 360,000 33,209 NA
L‐GLUTAMIC ACID NA 11 312,000 28,781 NA
LACTIC ACID 20 11,624 2,949 12 306,000 28,227 4 368,000 28,006
ETHYL BUTYRATE 5 51,959 13,181 13 272,000 25,091 6 237,000 18,037
ETHYL ACETATE 3 94,340 23,932 14 203,000 18,726 5 249,000 18,950
BENZYL ALCOHOL 10 19,911 5,051 15 163,000 15,036 28 52,100 3,965
ISOAMYL ACETATE 6 42,567 10,798 16 157,000 14,483 8 201,000 15,297
ACETOIN 37 7,128 1,808 17 154,000 14,206 16 87,300 6,644
L‐CYSTEINE NA 18 140,000 12,915 313 340 26
ETHYL MALTOL 4 55,101 13,978 19 131,000 12,084 41 33,900 2,580
OLEIC ACID 24 10,619 2,694 20 127,000 11,715 48 25,100 1,910
4‐HYDROXY‐2,5‐
DIMETHYL‐3(2H)‐
FURANONE

31 8,679 2,202 20 127,000 11,715 12 112,000 8,524

METHYL SALICYLATE 78 2,724 691 22 115,000 10,608 59 21,200 1,613
BUTYRIC ACID 16 14,724 3,735 23 109,000 10,055 13 104,000 7,915
MALTOL 27 10,071 2,555 24 107,000 9,870 15 98,200 7,473
ETHYL LACTATE 46 5,630 1,428 25 99,300 9,160 63 19,700 1,499
D‐XYLOSE NA 26 97,200 8,966 NA
L‐LYSINE NA 27 96,800 8,929 54 22,000 1,674
L‐ASPARTIC ACID NA 28 96,000 8,856 84 10,800 822
STEARIC ACID 119 1,026 260 29 90,800 8,376 136 3,420 260
CINNAMALDEHYDE 49 5,173 1,312 30 89,800 8,284 44 30,000 2,283
D‐LIMONENE 18 11,920 3,024 31 89,000 8,210 14 100,000 7,610
METHYLCYCLOPENTENOLO
NE

34 7,454 1,891 32 83,600 7,712 50 24,000 1,826

ACETIC ACID 14 15,040 3,815 33 83,500 7,703 10 134,000 10,198
L‐MONOMENTHYL
GLUTARATE

48 5,195 1,318 33 83,500 7,703 34 40,400 3,075

CARVONE 63 3,883 985 35 80,100 7,389 190 1,420 108

品目名
日本 米国 欧州
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順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）

1 6,850,000 412,464 1 2,860,000 354,874 1 12,200,000 397,913
2 5,300,000 319,133 4 143,000 17,744 NA
3 1,050,000 63,224 8 68,100 8,450 12 144,000 4,697
4 592,000 35,647 2 426,000 52,859 4 531,000 17,319

6 471,000 28,361 NA NA

28 60,700 3,655 NR NR
30 58,000 3,492 101 1,830 227 75 13,900 453
14 169,000 10,176 35 11,000 1,365 6 343,000 11,187
8 201,000 12,103 16 38,500 4,777 19 98,400 3,209

22 83,900 5,052 14 52,100 6,465 2 1,450,000 47,293
206 1,840 111 199 360 45 48 27,900 910
12 171,000 10,297 11 58,100 7,209 10 152,000 4,958
7 289,000 17,402 9 63,200 7,842 7 243,000 7,926

10 177,000 10,658 18 29,200 3,623 16 134,000 4,371
19 103,000 6,202 23 21,400 2,655 20 97,600 3,183
9 197,000 11,862 9 63,200 7,842 14 138,000 4,501

20 102,000 6,142 44 8,630 1,071 47 29,100 949
84 12,600 759 5 116,000 14,393 13 139,000 4,534
23 72,200 4,347 17 31,200 3,871 5 420,000 13,699
52 31,600 1,903 65 4,260 529 26 82,300 2,684

31 55,300 3,330 20 23,500 2,916 14 138,000 4,501

44 41,900 2,523 41 9,210 1,143 37 42,100 1,373
911 1 0 21 23,100 2,866 28 56,400 1,840
32 53,900 3,246 12 55,300 6,862 24 85,400 2,785
49 33,000 1,987 85 2,710 336 39 36,000 1,174

187 2,380 143 NR NR
126 6,200 373 38 9,750 1,210 85 11,200 365
231 1,440 87 106 1,660 206 23 90,300 2,945
175 2,820 170 84 2,730 339 201 1,720 56
18 116,000 6,985 140 980 122 72 14,200 463
29 58,700 3,535 27 16,500 2,047 9 203,000 6,621

88 11,800 711 34 11,900 1,477 50 24,600 802

16 154,000 9,273 30 13,300 1,650 25 83,800 2,733

136 4,960 299 NR 192 1,850 60

25 68,300 4,113 206 320 40 49 25,900 845

中国中南米 インドネシア
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資料5-2 米国における使用量上位50品目

順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）
品目名

日本 米国 欧州

PIPERONAL 147 628 159 36 67,900 6,264 45 28,600 2,177
2‐ISOPROPYL‐N,2,3‐
TRIMETHYLBUTYRAMIDE

NA 37 64,900 5,987 713 9 1

SODIUM ACETATE NA 38 63,700 5,876 NA
ETHYL PROPIONATE 8 32,379 8,214 39 62,800 5,793 61 20,500 1,560
(TRI‐)ACETIN NA 40 61,000 5,627 NA
L‐GLUTAMINE NA 41 57,800 5,332 322 320 24
BETAINE NA 42 52,400 4,834 NA
CITRAL 17 12,125 3,076 43 52,000 4,797 19 83,700 6,370
ETHYL 2‐
METHYLBUTYRATE

25 10,439 2,648 44 50,400 4,649 27 54,300 4,132

REBAUDIOSIDE A NA 45 50,000 4,612 160 2,010 153
L‐ARGININE NA 46 49,700 4,585 40 36,100 2,747
TRICALCIUM PHOSPHATE NA 47 49,600 4,575 NA
POLYSORBATE 60 NA 48 49,400 4,557 NA
CIS‐3‐HEXENOL 12 17,585 4,461 49 45,400 4,188 20 77,300 5,883
ASCORBIC ACID NA 50 45,100 4,160 NA
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順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日） 順位 使用量(kg) 摂取量(μg/人/日）

中国中南米 インドネシア

71 17,700 1,066 87 2,660 330 91 10,000 326

154 3,760 226 728 0 0 283 810 26

128 5,320 320 15 39,800 4,938 NR
35 52,100 3,137 25 17,300 2,147 43 32,100 1,047
5 502,000 30,227 3 277,000 34,371 3 1,230,000 40,117

840 3 0 781 0 0 1,018 0 0
135 5,040 303 NA 171 2,320 76
43 42,300 2,547 76 3,390 421 30 53,200 1,735

46 39,200 2,360 51 6,680 829 45 30,200 985

120 6,590 397 103 1,800 223 NA
68 19,000 1,144 71 3,850 478 152 3,200 104

115 7,790 469 94 2,160 268 NR
53 30,400 1,830 NR NA
40 45,200 2,722 47 7,520 933 34 46,900 1,530

166 3,130 188 448 16 2 NA
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Substances with exclusively sweet, sour or salty taste are excluded from the scope of the Regulation according to Article
2(2)(a) of 1334/2008/EC.

The regulation does not explicitly state that the corresponding flavouring category itself should have flavour; therefore, a
flavouring category could be tasteless or odourless.  In conclusion, the definition of flavouring covers all flavouring categories
mentioned in the definition which are added to food to impart or modify odour and / or taste. 

The term “flavouring with modifying properties” has not been defined in the regulation but can be interpreted to mean those
flavouring categories which modify odour and / or taste of the food. 

Food additive (as defined according to Article 3(2) of Regulation (EC) No 1333/2008):

• “any substance” not normally consumed as a food in itself and not normally used as a characteristic ingredient of food,
whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological purpose in the manufac-
ture, processing, preparation, treatment, packaging, transport or storage of such food results, or may be reasonably ex-
pected to result, in it or its by-products becoming directly or indirectly a component of such foods”.

• Furthermore according to Recital (5) of Regulation (EC) No 1333/2008, “food additives are substances that are not
normally consumed as food itself but are added to food intentionally for a technological purpose described in this
 Regulation”.

Flavour enhancer (as laid down in point 14 of Annex I of Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives): 

• “Flavour enhancers” are substances which enhance the existing taste and / or odour of a foodstuff.

For the purpose of this document the word “enhance” is a synonym for the words “intensify, increase, strengthen, amplify”.

Determination of the functional effects
A key aspect in the determination of the functional / technological effect is how the difference between the reference sample
(without the material under sensorial evaluation3) and the test sample (with the material under sensorial evaluation at the
intended use level) is established by a trained expert panel.

It should be underlined that the result of the sensory testing should be established for at least one representative example
of the main food matrices / food categories according to the intended use of the material.  This could include the establish-
ment of levels above which the material under evaluation has no longer the functional effect of a flavouring with modifying
properties.  It should be accepted, that these levels equally apply to all subcategories under the main food category. 

If various flavour characteristics are modified (i.e. the modification/change in perception, be it increase or decrease) and
where no flavour characteristic is perceived by a trained expert panel as being significantly more intense relative to the
others, the material under sensorial investigation would be classified as a flavouring with modifying properties (for graphic
explanation see Annex I2).

In order to determine the functional effects of the material under sensorial evaluation its sensory effects should be estab-
lished using internationally recognized sensory protocols primarily ISO 3972 and 13299, but also ASTM methods such as 
E 1909-11 and E 2164-08 or the FEMA guidance for sensory testing  [see Annex III4].

The data analysis of the obtained results shall be established by scientifically accepted statistical methods such as Student’s
t test or ANOVA analysis (Analysis of Variance). 

Two sensory tests should be applied:

1. In order to determine whether the material is in the scope of the Flavouring Regulation (EC) No 1334/2008 or not it has
to be established that the material does not have exclusively a sweet, sour or salty taste4.

2. Test the materials or mixture of materials in the desired food matrix/food category. Prior to this sensory analysis the rel-
evant sensory attributes shall be established by the test director. The sensory profile with and without shall be established
by recognized statistical methods and the obtained differences plotted in a graph. Annex II5 gives a brief overview of how
sensory protocols are applied.
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3 The “material under sensorial evaluation” can be one of the categories of flavourings as defined by Art.icle 3 (2) of the Flavouring Regulation (EC) No 1334/2008 or mixtures
thereof.

4 Annex III: This attachment has not been included in this printed version. You can find it here: http://www.effa.eu/en/publications/guidance-documents
5 Annex II: Sensory Profiling
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